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■グラウンド面積の標準とそれと新設小学校の土地面積について 

「グラウンド面積」

文部科学省の小学校設置基準では、児童 721人以上の学校の運動場補助面積は 7,200㎡。
 本市小学校平均面積 6,498㎡
・新設小学校グラウンド面積：3,047㎡
 ※新設小学校は、体育館屋上にもグラウンド（788㎡）を整備し、児童の運動スペースの
確保を図るものでございます。

「学校敷地面積」 

本市の学校施設整備基準では、小学校が、13,500 ㎡としており、平均しますと、ほぼ基 

準を確保しております。文部科学省の敷地面積に関する基準はありません。 

・小学校平均 13,577 ㎡ 

・新設小学校敷地総面積 10,015.99 ㎡（うち歩道上空地約 1,190 ㎡を含む） 

実質学校敷地として使用可能な面積は、10,015.99 ㎡‐1,190 ㎡＝約 8,800 ㎡ 

■小杉駅周辺地区新設小学校用地に関する経費について 

・賃料の積算については、まず土地の基礎価格（価格時点において対象不動産の有する経

済価値を示す価格で、使用方法等が賃貸借契約等によって制約される場合には、経済価値

の減分を考慮して求めるもの。）を算定し、この基礎価格に現在の周辺地域の期待利回り

を乗じて算定します。基礎価格×期待利回り＝賃料

・地代年額２億９００万円の決定につきましては、基本協定に基づく不動産の鑑定評価を

複数の不動産鑑定士に依頼し、鑑定評価の結果を基に事業目的が公立学校の設置・運営に

関する事業であることから、地権者に低廉な価格での借地について重ねて協議を行い、合

意に至ったものです。

・基本協定の中で事業用定期借地権設定契約による用地確保という形で合意しまして、協

議を重ねてまいりましたので買取した場合の経費算出につきましては、算定しておりませ

ん。また、公示地価等での算定についても関係局と協議しましたが、地価標準地の用途地

域が異なる等、同一条件でないことから借地価格との比較対象は難しい状況にございます。
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